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( 5) 急行券

急行列車または急行自動車に来事する旅客に対し発売するも

ので，その法律上の性質は采11i. ÒI)'とIi'iJー と解すべきである。こ

の極類はつぎのとおりである。

ア 特別急行券 イ 普通急行券 ウ 準急行券 ェ 自動

車急行券

なお列車内で梁務員が発行する車内急行券がある。

(6) 特別 2 等車券および特別 2 等船室券

特別 2 ~1宇 111券は特別 2 等111に衆11ムする旅客に対し発売し ， 特

別 2 等船室~Soは字里子 ・ 高松間航路を旅行する 2 等旅客が特日Ij 2 

等船室に采紛する場合に船内で発売するものである。!Jt夜明!i}JIJ

2 等llï券は以で発行するもののほか，列車内で乗務員が発行す

る車内特別 2 等車券を設定している。

(7) 寝台券

列車寝台券 ・ 汽船寝台券の 2 航がある。

寝台を使用する旅客に対し発売するものである。わが固にお

ける寝台の設備は， 明治 33 年(1 900) に 1 . 2 等寝台が創設され，

昭和 6 年 ( 1 93 1 ) に 3 等寝台が設定された。前者の寝台券の級式

は記名式になっていた。現在宅2台の設備は列車および汽船にあ

り ， 寝台券もこれに対応しさらに等級別・段別により ， それぞ

れ区別されている。なお， 3 等寝台市は廃止されていたが1113和

31 ・ 3 ・ 20 から復活された。

(8) 入浴券

青森函館間航路の 2 等寝台使用旅客が，その汽船に設備して

ある旅客用浴室を使用する場合に発売するものである。

(9) 車内補充券および特殊補充券

j!\~キL，罫UI1券 ・ 急行券 ・ 特別 2 等JI1券または寝台券の紛失，

上級乗換， filìjifi変更， 来越， プ'jJj\J変更，経路変更または祭事券

誤購求書事の j場合に，各相当の取扱をするときは， 梁務員または

J訳において巡賃料金の追徴を裂しあるいは前途の来事に対し梁

1jïの証を交付する必要がある。そこでこれらの取扱をする場合，

乗務負にあっては車内総充券を発行し，途中駅にあっては特殊

補充券を発行して，いずれも梁JI1券 ・ 急行券 ・ 特別 2 ~;宇耶券ま

たは寝台券に代用するのである。

車内'IìIì充券および特殊祁i充券の区 íJIJは， 1.位に発行但l所が11工内

であるか駅であるかの相誕によるもので，性質は同ーのもので

ある。両者は乗車券 ・ 急行券 ・ 特別 2 Ó;事事券または寝台主主の f~

m として発行するものであるから ， その効果においてはこれら

衆車券等 と まったく同一であるが， このほか下級乗後詰ElljJ朋ま

たは再徴証明m として ， 詔 f!JJ誌の性怖として発行する場合もあ

る。従前本券の名称は，現行の111 内干iIì充券は概算切符，特殊朝日

充券は追徴切符と称していたが， 両者を併合単一化して特殊干IÎÌ

充券と童文称され， さらに昭和 25 ・ 6 現行のように改正された。現

在率内有Iì充券には第 l !ilì一般用(炭自主紙式)と第 2 箇特定区間用

(入欽式)との 2 .flll類がある。

なお特~HìIì充券は以上のほか発以でっさ「のJ43合にも発行する。

ア 1 ・ 2 等来事券 ・ 急行券 ・ 特別 2~事111券または寝台券の設

備のない駅で， これを発売する必要がある場合。

イ 他乗代乗車券を発行する場合，すなわち列車指定の急行

券 ・ 特別 2 等車券または寝台券と同時に，これに伴なう必裂な

普通乗車券を発売する場合，および乗車券所持の旅客からの31

求によって，その券面の未使用区間の駅を発駅とする前途の駅

に対し普通乗車券を発売する場合。

(10) 車内乗換券および船内乗換券

車内采換券は列車内で，その列111の述転区間内のみについて

じようしゃけ

上級采換のl反哲えをする場合または定期衆車券 ・ l回数来事券で采

越区間だけを上級による梁越の取扱をするおJ合， もしくは奴札

のi反扱をする場合に，事'iJì:吉買を収受するときにかぎって発行 I~

得るもので，乗務員における車内相i充券発行の問易化のためIItl

和 29 . 4 に設定され， 必裂の車掌区に設備している。紛内乗換券

は汽紛内で，その汽紛のみの上級察後の取扱をする劫合に発行

するもので，原乗車券とともに所持する場合にかぎり 有効とし ，

下船の際係員に引渡すことにな っている。

(日) 自動車区間変更券

自動車内て・その自動車線内のみの方向変更 ・ 経路変更のllX.扱

をする場合に発行するもので，乗務員における 11工内補充券発行

の簡易化のため， 昭和 29 ・ 4 に設定され，必裂の自動司工営業所に

設備している。

(12) 入場券

来事船以外の目的によって来降場に入場しようとする者に発

売するもので， 普通入場券と定期入場券との別がある。旅行目

的を持たなし、送迎者等が来降i坊に入場することは， 欽治として

は別段支障はないわけであるが，無制限にその入場を認めると

采降場の秩片，が保てず， また不正乗車市}をはかることも考えら

れるので， 一定の入場料金を収受して入場券を発売する。 .~:ý- j盈

入湯券は発売駅で発売当日中に l llIlかぎり，また定期]入場券は

発売日から 1 箇月間発売却tにおいて ， 記名人にかぎり使用しfぜ

ること tこ ts:. って L 、る。

(13) 特殊乗車券

発売条科 ・ 発売箇所 ・ 検式等が一般の来事券と異なっている

特殊の来事券のこ とで， これにはっき'のようなものがある。

ア 季節割引特殊乗車券

季節により旅行目的地を限定して，往復または1m遊旅行をす

る旅客に対して運賃の割引を行うことがあるが，この場合に発

売する梁111券であって，その割引する区間 ・ )t!J間 ・ 割引率等は

そのつど関係釈に掲示し，様式は専矧のものを設定することも

ある。

イ 特殊委託ク ーポン乗車券

国鉄の委託を受けて発売する者(日本交通公社)が営む案内所

において，発売する乗車券類の一位であって， 片道または往復

乗車券 ・ 急行券 ・ 特別 2 等11i~Fおよび寝台券の 4 径があり，い

ずれも特別の綴式になっている。この来Jll j1長野lの発売はつぎの

場合に限定しているが， その性質は一般釆11工券類と;æりはない。

(7) 海外の案内所で乗車券類を:~ßi~止する旅客，または外国人

旅客(同行の邦人を含む)で， 国鉄静止内相互発活となる場合。

げ) 周遊;1;jJ引乗車券による来11ム船に必要な急行券 ・ 特別 2 等

111券および寝台券を， その乗車券と同時に購求する峨合。

(分案内所の所属駅所在の同一部区市111] 村内の駅以外の駅発

となる旅客で， 国鉄線内相互発着となる場合。

ウ 周遊割引乗車券

国鉄が指定する観光地 2 箇所以上を周遊する旅客に対しては，

一定の条件によって国鉄および会社総とも 1~ illl旅客述氏割引の

取扱をするが， これには普通周遊来事券と均一周遊察JlI券の 2

極がある。曽ììlí周遊乗車券は五lU'i:l割引， illlmJtlJlMll 箇月 と し

て発売され，均一周遊乗車券には北海道周遊乗車券と九州周遊

乗車券の 2 極があって，東京都区内 ・ 名古屋市内または大阪市

内からこれらの地方に周遊する旅客に対して， 一定の均一割引

退i貨で発売される。

エ選挙立候補者特殊乗車券

公殺の選挙立候補届出済の者に対し， 選挙長の発行する選挙

立候補者旅客運賃後払証と引換に発行する乗車券であって， 公
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